
福井県大阪事務所 観光・物産案内等業務に係る労働者派遣契約書 

 

福井県（以下「甲」という。）と○○○○○○○○○（以下「乙」という。）は、乙がその雇

用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

（昭和６０年法律第８８号）（以下「労働者派遣法」という。）に基づき甲に派遣するに当た

り、次のとおり契約を締結する。 

 

（目的） 

第１条 乙は、次のとおり、乙の雇用する労働者（以下「派遣労働者」という。）を甲に派遣

し、甲は派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。 

（１）業務名   福井県大阪事務所 観光・物産案内等に係る労働者派遣業務  

（２）業務内容  別紙仕様書のとおり 

（３）契約期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）派遣期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（５）契約金額  １人１時間あたり金○，○○○円 

 

（総則） 

第２条 甲および乙は、派遣および派遣受入れにあたり、労働者派遣法その他関係諸法令を遵守

する。 

 

（契約保証金） 

第３条 契約保証金は、金○○○○○○円とする。 

    （福井県財務規則第１７２条の規定に該当する場合は免除とすることができる） 

 

（業務の実施方法） 

第４条 乙は、仕様書および甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、誠実にこれを履行しな

ければならない。 

 

（派遣労働者の通知） 

第５条 乙は、甲に労働者派遣を行う都度、本契約および労働者派遣法の定めに基づき派遣労働

者の氏名、従事する業務内容、就業場所、就業時間その他の必要な事項について、書面により

事前に甲に通知するものとする。通知した内容に変更を生じたときも同様とする。 

 

（派遣料金） 

第６条 甲は、派遣の役務の対価として、乙に対して第１条（５）に定めた派遣料金を支払う。 

２ 派遣料金は、月額で支払うものとし、契約金額（次項に定める実働時間がある場合は、次項の

規定に基づき算出した金額）に当該月の派遣労働者ごとに集計した実働時間を乗じて得た額の合

計額に、消費税および地方消費税の額として１００分の１０を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、実働時間に１時間未満の端数が生じたときは、その端数が３０分以上のときは切り上げ、

３０分未満のときは切り捨てる。 



３ 次の各号に定める実働時間がある場合、当該実働時間にかかる派遣労働者１人１時間あたりの

単価は、契約金額にそれぞれの区分に定める割合を乗じて得た額（１円未満の端数は切り捨てる。）

とする。 

（１）１日の実労働時間が７時間４５分を超える場合 100分の 125 

（２）休日に勤務した場合 100分の 135 

（３）深夜（午後１０時から翌日の午前５時まで）に勤務した場合は、第１号中「100分の 125」

とあるのは「100分の 150」と、第２号中「100分の 135」とあるのは「100分の 160」とす

る。 

（４）第１号の実働時間および第２号の実働時間（日曜日を除く。）の実働時間が 1 か月につい

て６０時間を超える場合は、第１号中「100 分の 125」とあるのは「100 分の 150」と、第

２号中「100分の 135」とあるのは「100分の 150」と、第３号中「100分の 150」とあるの

は「100分の 175」、「100分の 160」とあるのは「100分の 175」とする。 

４ 派遣料金には、乙がこの契約を履行するために必要な通勤手当、労働保険および社会保険料、

諸経費を含むものとする。また、乙は、甲が受け入れる派遣労働者の保険加入状況を確認できる

よう、当該派遣労働者の労働保険および社会保険への加入を証明するもの（被保険者証の写し等）

を甲に提出する。 

 

（実績報告） 

第７条 乙は、毎月の派遣業務が終了したときは、速やかに実績報告書を甲に提出し、甲の命じ

た職員の検査を受けなければならない。 

 

（派遣料金の支払い） 

第８条 乙は、前条の規定による甲の履行確認を得た後、甲に対して１か月ごとに派遣料金の支

払を請求するものとし、甲は、乙からの適法な請求書を受理したときは、その日から３０日以

内に派遣料金を支払うものとする。 

２ 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに派遣料金を支払わない場合は、乙は

甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭

和２４年法律第２５６号）第８条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息とし

て請求することができる。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第９条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させては

ならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

 

（再委託の禁止） 

第１０条 乙は、委託業務の処理を自ら行うものとし、業務の全部または一部を第三者に委託

し、もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合

は、この限りでない。 

２ 前項において、乙は、再委託の承認を求める場合は、再委託先、再委託の理由、再委託する

業務の内容、再委託に係る契約予定金額および再委託の契約期間を記載した「再委託承認申請



書」を提出しなければならない。 

３ 乙は、甲に対して再委託先の行為について全責任を負うものとする。 

 

（出張） 

第１１条 甲は、必要なときは、派遣労働者に対し、出張を命じることができる。 

２ 甲は、派遣労働者が出張に要した交通費等について、福井県一般職の職員等の旅費に関する条

例（昭和２５年福井県条例第４６号）および同施行規則（昭和２９年福井県人事委員会規則第１

号）の規定に基づき算定した額を乙に支払う。 

３ 乙は、前項の規定による交通費等を甲に請求する場合は、甲が別途定める出張に関する実績報

告書を甲に提出し、甲の履行確認を受け、甲に請求するものとする。 

 

（責任者の選任） 

第１２条 甲は、労働者派遣法第４１条に規定する派遣先責任者を選任し、同条各号に掲げる事

項を行わせなければならない。 

２ 乙は、労働者派遣法第３６条に規定する派遣元責任者を選任し、同条各号に掲げる事項を行

わせなければならない。 

 

（指揮命令者） 

第１３条 甲は、派遣労働者を直接指揮命令する指揮命令者を選任し、指揮命令者は派遣業務の

遂行について本契約に定める事項を遵守して派遣労働者を指揮命令しなければならない。 

 

（苦情処理） 

第１４条 甲および乙は、派遣労働者から苦情の申出を受ける者を定めるとともに、速やかにそ

の内容を甲または乙に通知し、甲および乙の密接な連携の下に、迅速かつ適切な対応を行うも

のとする。 

 

（責任者等の変更） 

第１５条 甲は、派遣先責任者または指揮命令者および派遣労働者から苦情の申出を受ける者を変

更する場合は、乙に事前に通知するものとし、甲は、業務管理に支障が生じないよう、これらの

者の引継ぎを徹底するものとする。 

２ 乙は、派遣元責任者を変更する場合には、甲に事前に通知するものとする。 

 

（派遣労働者の交替） 

第１６条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規則等に従わな

い場合、または業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合、甲は乙にその

理由を示し、派遣労働者の交替を求めることができる。 

 

（甲の契約解除権） 

第１７条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ

る。 



（１）その責に帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。 

（２）この契約を履行せず、または履行を継続することができないと認められるとき。 

（３）誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。 

（４）契約の締結または履行につき、不正の行為をしたとき。 

（５）故意または重大な過失により甲に損害を与えたとき。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員または同条第２号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有

していると認められるとき。 

 

（違約金等） 

第１８条 前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は違約金として契約期間全期間分

の派遣料の１００分の１０に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、甲に違約金の額

を超える損害が発生した時は、甲はその超過額を請求することができる。 

 

（損害賠償請求権） 

第１９条 乙は、委託業務の実施に当たり、乙の故意または過失により甲または第三者に損害を

与えたときは、損害賠償の責を負うものとする。 

２ 前項の損害賠償の額は、甲が実際に被った損害額とする。 

３ 天災その他不可抗力によって生じた損害については、乙が善良なる管理者の注意義務を怠ら

なかったと認める場合は、甲はこれを請求しない。 

４ 委託業務の履行に関し、第三者に損害が生じたときは、甲の責に帰すべき事由による場合を

除き、乙は、その損害賠償の責を負う。ただし、その損害が天災その他不可抗力による場合

は、その負担について、甲と乙が協議して定める。 

 

（派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置） 

第２０条 甲は、甲に起因する事由により、契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとす

る場合は、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行い、この合意を得なけれ

ばならない。 

２ 甲および乙は、前項の規定により契約の解除を行った場合には、派遣労働者の新たな就業機

会の確保を図るものとする。 

３ 甲は、甲に起因する事由により、契約期間が満了する前に本契約の解除を行った場合であっ

て、前項の規定による派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときは、少な

くとも本契約の解除に伴い乙が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生

じた損害の賠償を行わなければならない。この場合における賠償の額は、乙が派遣労働者を休

業させる場合は本契約の残余期間を勘案し休業手当に相当する額以上とし、乙がやむを得ない

事由により派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行

われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは３０日分以上、予告をした日から解雇

の日までの期間が３０日に満たないときは解雇の日の３０日前の日から予告の日までの日数分

以上の賃金に相当する額以上とする。ただし、甲および乙の双方の責に帰すべき事由がある場

合には、甲および乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮するものとす

る。 

４ 甲は、契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があ



ったときは、その理由を乙に対し明らかにするものとする。 

 

（乙による労働者派遣の停止） 

第２１条 乙は、次の各号の事由が生じたときは、労働者派遣を停止することができる。この場

合、乙は甲に対して、事前に労働者派遣を停止する理由、派遣を停止する日およびその期間を

通知するものとする。 

（１）甲が派遣料金の支払いを遅滞したとき。 

（２）甲が本契約の各条項に著しく信義に反して違背したとき。 

（３）前２号に定めるもののほか、甲の責めに帰すべき事由により乙の派遣業務に著しい支障を

来し、またはそのおそれがあるとき。 

２ 甲は、前項の規定による労働者派遣の停止を理由として、乙に対して派遣料金の支払いを拒

み、または損害賠償の請求をすることはできない。 

 

（乙の契約解除権） 

第２２条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 

（１）契約の変更に伴い、仕様書に定める派遣時間数が３分の２以上減少したとき、または派遣

業務の中止期間が契約期間の２分の１以上に達したとき。 

（２）甲が契約に違反し、その違反によって派遣業務を完了することが不可能となったとき。 

２ 前項の規定による契約の解除によって乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し、損害賠償を

請求することができる。 

 

（契約終了時の派遣業務引継、移行支援等） 

第２３条 契約の全部もしくは一部を解除、または契約期間が終了した場合には、乙は当該派遣

業務を甲が継続して遂行できるように必要な措置を講ずるか、または他者に移行する作業を支

援しなければならない。 

２ 前項に規定する必要な措置または支援の具体的な内容については、甲乙協議の上定める。 

 

（遅延利息） 

第２４条 甲は、甲があらかじめ了承した場合を除き、乙の責めに帰すべき事由により契約期間

内において労働者を派遣できない場合は、その日数に応じ、契約の未履行部分に相当する派遣

料金につき、福井県財務規則（昭和３９年規則第１１号）第１８０条で定める割合で計算した

金額を遅延利息として徴収する。 

 

（情報保持） 

第２５条 乙および派遣労働者は、派遣業務の遂行により知り得た情報（以下「業務情報」という。）

をみだりに他に漏らしてはならない。本契約が終了し、または解除された後においても同様とす

る。 

２ 乙は、派遣労働者に対して就業中および退職後において、業務情報をみだりに他人に知らせ、

または不当な目的に使用してはならないことその他業務情報の漏えい防止に必要な事項を周知

するものとする。 



 

（情報セキュリティの確保） 

第２６条 乙は、派遣業務の実施において、別紙１「情報セキュリティに関する特記事項」を遵

守し、情報セキュリティを確保するための必要な措置を講じる義務を負うとともに、当該業務

で知り得た各種情報についての守秘義務を負うものとする。 

２ 前項の守秘義務については、派遣業務終了後および解除後においても同様とする。 

 

（個人情報の保護） 

第２７条 乙がこの契約に関して取扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）」を遵守しなければならない。 

２ 乙および派遣労働者は、個人情報の取扱に関し、別紙２「個人情報取扱特記事項」を遵守し

なければならない。 

 

（疑義等の決定） 

第２８条 この契約に定めのない事項およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して

定めるものとする。 

 

（紛争等の解決） 

第２９条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第

１審の管轄裁判所とする。 

 

本契約締結の証として本書二通を作成し、甲乙両者記名捺印の上、各一通を保有する。ただ

し、本書を電磁的記録で作成する場合は、甲乙が電子署名の上、各自その電磁的記録を保有する

ものとする。 

なお、本契約は令和８年度当初予算の発行によって給付を受けるものである。 

 

令和８年○月○日 

 

甲 大阪府大阪市中央区瓦町２丁目２番１４号 

福井県大阪事務所 

所長 橋本 直之 

 

 

               乙  

 


